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＜就学援助の申請に関するよくあるご質問＞ 

手続きの方法は２つあります。 
（方法１）免除申請の承認をした年金事務所（目黒年金事務所：電話 ３７７０－６４２１）に再

発行を依頼してください。区役所では通知書の再発行や資格照会ができません。 
（方法２）理由⑤で申請してください。所得金額をもとに審査を行います。 
 

手続きの方法は２つあります。 
（方法１）子ども若者課育成給付係（電話 ５７２２－９６４５）に再発行を依頼してください。 
（方法２）理由⑤で申請してください。所得金額をもとに審査を行います。 
 

源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」欄、確定申告書の場合は「⑫」欄の金額を指しま

す。 

所得限度額はあくまで目安の金額ですので、世帯構成員の年齢や学年によって認定・却下の判定

が変わることがあります。申請をいただければその内容で審査しますので、却下となることもあ

りえますが、その旨ご承知の上で、迷われた場合にはご申請ください。 

賃貸契約書のコピーに加えて別途ご提出いただく書類がある場合がありますので、担当にご連絡

ください。 
 

原則、別居をしている配偶者のかたは世帯構成員に含めます。ただし、離婚調停中等で、離婚を

前提とした別居である場合は、そのことを証する書類（調停期日呼出状の写し、家庭裁判所にお

ける事件係属証明書、調定不成立証明書など）をご提出いただければ、配偶者を世帯構成員に含

めずに審査します。詳しくはご相談ください。 
 

一度申請した内容をオンライン上で訂正することはできません。訂正内容に応じて対応をご案  

内しますので、担当までご連絡ください。 
 

Q１．理由②の「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」を紛失してしまいました。 

どうすればよいですか？ 

Q２．理由③の「児童扶養手当証書」を紛失してしまいました。どうすればよいですか？ 

Q４． 理由⑤の所得限度額を少し超えていますが、申請はできますか？ 

Q６．別居をしている配偶者がいます。世帯構成員に含めますか？ 

Q３． 理由⑤で申請する場合の「所得額」は、どの金額を指しますか？ 

Q５． 理由⑤の賃貸契約書について、勤務先が賃貸住宅を借上げており、契約上の借主が保護者と異

なる場合や、賃料の全部・一部を勤務先が負担している場合は、どのように提出したらよいですか？ 

Ｑ７． オンライン電子申請により申請しましたが、入力内容・添付書類に不備があったことに気が付きました。

オンライン上で、申請内容の訂正はできますか？ 


